
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
D-CLASS1 

意匠分類記号 
D-CLASS2 

意匠分類の名称 

Ｋ２－１９０ 漁網及びのり網等部品及び付属品 

 
D-CLASS4 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ２－１９０ 全 漁網及びのり網部品及び付属品 

   

   

   
D-CLASS5 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
D-CLASS6 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
D-CLASS7 

この分類に含まれる物品 

引き網用開口具 のり網連結具 のり網固定具 

オッターボード   

   

   
D-CLASS8 

定義 

 栽培漁業用であるか否かを問わず、漁網及びのり網の全ての部品及び付属品（いわと浮きを除く）を分類

する。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

D-CLASS9 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 

  
D-CLASS10 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 1051414 
巾着漁網用環 

登録 819213 
海苔網支持器用継手 

登録 1004767 
のり網用浮動リ

ングストッパー 

登録 934057 
オッターボード 


